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(電子提供措置の開始日) 2026年６月５日
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東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ

代表取締役社長 金 井 宏 夫

第56回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェ

ブサイトに「第56回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりま
す。

当社ウェブサイト
https://www.trsc.co.jp/ir/publicstock/meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき「銘柄(会社)名」に「アール・エス・シー」
または「コード」に当社証券コード「4664」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR
情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご
確認ください。

なお、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の、または電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、
2026年６月25日(木曜日)午後５時30分までに議決権を行使(書面による場合は必着)してい
ただきたくお願い申し上げます。

法令および当社定款第15条に基づき電子提供措置事項から一部を除いた書面をご送付し
ております。
したがって、ご送付している書面の頁番号、項番、参照頁の記載は電子提供措置事項と

同一となっておりますので、ご了承ください。

敬 具
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記

１. 日 時 2026年６月26日(金曜日)午前10時(受付開始は午前９時30分です)

２. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５階

コンファレンスルーム「Room６」
（ご来場の際は、末尾に記載の会場ご案内図をご参照ください）

３. 会議の目的事項
報告事項 １．第56期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第56期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役１名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４. 招集にあたっての決定事項
◎ 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い

各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いい
たします。

以 上
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議決権行使方法のご案内

株主総会にご出席の場合

株主総会日時 2026年６月26日(金曜日)午前10時開催
（受付開始は午前９時30分を予定しております。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
株主総会当日は、第56回定時株主総会招集ご通知(本書)をお持ちください。
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名
を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

株主総会にご欠席の場合

書面（郵送）にて行使される場合

行使期限 2026年６月25日(木曜日)午後５時30分到着分まで有効

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。
※郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合に
は、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで議決権を行使される場合

行使期限 2026年６月25日(木曜日)午後５時30分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし
(https://evote.tr.mufg.jp/)、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログ
インID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議
案に対する賛否をご入力ください。
※スマートフォンをご利用の株主さま
スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が
不要です。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願いいたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。
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見本

見本

0120-173-027

議決権行使ウェブサイト

1.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に
記載された「ログインID」および
「仮パスワード」を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

https://evote.tr.mufg.jp/

【議決権行使サイトの操作方法に
関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

ご注意事項
■インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
■郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

■インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行わ
れた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインID・
仮パスワードを入力する方法

議決権行使期限

1.QRコードを読み取る

2026年６月25日(木曜日)午後５時30分まで

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って賛否をご入力ください

「ログイン用
QRコード」はこちら▼
「ログイン用
QRコード」はこちら▼

■スマートフォンでの議決権行使は、「ログイ
ンID」「仮パスワード」の入力が不要です。
■同封の議決権行使書副票（右側）に記載
された「ログイン用QRコード」を読み取
りいただくことで、ログインいただけます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行
使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますよう
お願いいたします。
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善する下での所得減
税やエネルギー価格の抑制策等の物価高対策により緩やかな回復が続くことが期待さ
れております。一方でインフレ率は依然として高水準で推移し、円安による輸入物価
の上昇が生活必需品価格に影響を与え、家計への負担増が個人消費を抑制する要因と
なっております。世界経済においては、米国の通商政策の不確実性や、長期化する地
政学的リスク、金融資本市場の変動、資材価格高騰等による海外景気の下振れリスク
が高まっており、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境のもと、当社グループを取り巻く環境におきましては、都市再開発

の進展や大型イベントの開催増加、災害対策の強化、匿名・流動型犯罪グループによ
る特殊犯罪の増加等を背景に、安全・安心への社会的ニーズが高まり、当社グループ
へのサービスの需要は増加傾向で推移しております。一方で、物価上昇に伴う建築資
材等の価格高騰に加え、少子高齢化による労働人口の減少、賃上げの広がり等を受け、
業界全体として有効求人倍率の高止まりが続いており、雇用環境は依然として厳しく、
慢性的な人材不足の状況が継続しております。加えて業界における高度化やデジタル
化への対応も求められており、業界としての構造的課題への対応が急務となっており
ます。
このような状況のもと、当社グループは「信頼されるサービスの提供」を目指した

経営姿勢のもと、現在の中期経営計画の最終年度目標達成に向けて、事業運営を支え
る人的資本の強化に取り組みました。具体的には、従業員が安心して働ける環境づく
りを目的として、処遇面の一部見直しや人材育成施策を実施しました。また、ニーズ
が高まっている交通誘導警備・雑踏警備に応え、さらに警備隊員の成長と警備全体の
採用力の強化を推進する一環として、２号警備に特化した「株式会社ＲＳＣセキュリ
ティ」を設立いたしました。加えて業務のＤＸ化を引き続き進めるためＡＩ警備ソリ
ューションの共同推進を目的に、11月14日付で「ソフトバンクロボティクス株式会
社」と資本業務提携契約を締結いたしました。最先端のＡＩ・ロボット等の技術力と
当社グループの特徴であるホスピタリティを持った警備力を組み合わせた次世代警備
ソリューションを共同で展開し、日本の人手不足問題を抜本的に解決すると同時に、
社会インフラのさらなる安全性を目指します。
また、収益力向上のため上昇する労務費および物件費を適正に価格転嫁するととも

に、事業を通じて継続的な雇用を創出し、地域社会の安全・安心なインフラの提供を
行い、持続可能な社会への価値提供の実現を目指し、サステナビリティ経営を推進し
てまいりました。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は82億3,172万円（前年同期比

6.9％減）となりました。利益面につきましては、経常利益は2億3,366万円（前年同
期比24.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、１億4,005万円
（前年同期比25.1％減）となりました。

セグメント別の概況は次のとおりであります。
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【建物総合管理サービス事業】
建物総合管理サービス事業につきましては、当連結会計年度においても引き続き堅

調に推移いたしました。各部門における新規案件の受注や既存事業所での契約条件の
見直しが進み、業績に寄与しております。
警備部門においては、臨時案件として大阪・関西万博の警備業務や丸の内エリアで

のイベント警備等の大型案件を受託し、無事これらの業務を完遂いたしました。また、
新規案件としては、5月に千代田区のシティホテル、6月に「豊洲セイルパークビル」、
8月にはセキュリティロボット「cocobo（ココボ）」を導入した「ミタマチテラス」
において、それぞれ警備業務を開始いたしました。さらに、イベント警備業務を中心
に、２号警備業務を含む各種臨時警備業務について対応領域の拡大を図るべく、9月に
設立したＲＳＣセキュリティとの連携を強化しております。
清掃部門においては、既存事業所における臨時業務の増加、特に追加清掃や特別清

掃等の臨時業務が増加し、売上高に寄与いたしました。新規案件として、関西地区で
は5月より大阪の大型複合施設において清掃業務を開始し、安定した運営を継続してお
ります。加えて巡回清掃業務につきましても首都圏および各支店管轄エリアにおいて
も受託棟数が順調に拡大しております。
設備・工事部門においては、サンシャインシティにおけるシャッター改修工事を継

続して実施したほか、既存事業所におきましては内装工事、ＬＥＤ照明工事、消防設
備工事等多岐にわたる臨時業務を受注いたしました。これらの案件については、安全
管理・工程管理の徹底と適正価格での受注を推進しております。
グループ会社におきましては、ＲＳＣ中部が2026年9月中旬より開催されるアジア

競技大会およびアジアパラ競技大会における選手村建設に伴う警備業務を受注いたし
ました。友和商工におきましても大型新築工事の受注により前年同期比ではプラスと
なっております。
利益面におきましては、既存事業所における人員配置の最適化や契約料金の改定を

実施し、収益性の向上を図ってまいりました。加えて、臨時案件および修繕工事等の
受注に際しては、安全・工程管理の徹底と適正価格での受注を継続して推進してまい
りました。
この結果、売上高は75億6,911万円（前年同期比10.0％増）となり、セグメント利

益は6億6,901万円（前年同期比6.8％増）となりました。

【人材サービス事業】
人材サービス事業につきましては、前年度に全社業績へ大きく寄与した大型周年イ

ベント案件の反動減が影響し、大幅な減収となりました。一方、派遣市場全体として
は人手不足の継続を背景に派遣単価は上昇傾向にあるものの、人材確保をめぐる環境
が依然として厳しく、採用活動に時間とコストを要する状況が続いております。この
ため、一部の業務においては迅速な人員確保が難しい局面もあり、安定的な供給体制
の構築が課題となっております。その結果、得意先からのニーズを十分に取り込めな
い状況が続きました。
こうした環境のもと当社では、スタッフの確保と収益機会の安定化を図るため、「受

付」や「案内」等の当社が比較的強みを有する職種に領域を絞り込んだ営業活動を進
めております。また、人材確保の安定化に向け、契約先と連携し、当該業務に精通し
た人材を継続的に配置できる仕組みを整備することで、即戦力人材の確保に取り組ん
でおります。これにより、採用難による影響を一定程度緩和し、安定したサービス提
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供体制の構築を進めております。
これらの取り組みにより、公共施設における案内・駐車場での利用者対応業務、な

らびにイベント補助業務の稼働率は改善傾向で推移したものの、大型案件の反動減を
吸収するまでには至らず、売上高・利益ともに前年度を下回る結果となりました。
この結果、売上高は6億6,261万円（前年同期比66.3％減）となり、セグメント利

益は1,325万円（前年同期比88.8％減）となりました。
（2）設備投資等の状況

当連結会計年度に実施いたしました主要な設備投資の実施額は60,950千円であり、
その主なものは次のとおりであります。

建 物 車 両 工具器具備品 構築物 建設仮勘定
千円 千円 千円 千円 千円

4,818 2,270 1,590 ― 52,272

（3）資金調達の状況
当連結会計年度は、記載すべき重要な事項はありません。

（4）財産および損益の状況の推移
期 別

項 目
第53期

(2023年３月期)
第54期

(2024年３月期)
第55期

(2025年３月期)
第56期

当連結会計年度
(2026年３月期)

売 上 高（千円） 6,027,732 8,096,894 8,844,777 8,231,728

経 常 利 益（千円） 198,386 299,921 310,148 233,669
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益（千円） 127,933 244,837 186,976 140,054

１株当たり当期純利益 （円） 44.22 84.05 64.97 47.86

純 資 産（千円） 1,898,572 2,056,598 2,177,557 2,399,252

総 資 産（千円） 4,251,458 4,200,774 4,159,663 4,052,489

（注） １株当たり当期純利益は、期中平均株式数（期中平均自己株式数を控除した株式数）に基づ
き算出しております。

（5）対処すべき課題
今後の日本経済は、アメリカの通商政策や継続する物価上昇が個人消費に与える影

響、資源・原材料価格の上昇、世界的な金融引締めの影響や中国経済の先行き懸念、
地政学的リスクの長期化等、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクの
中、依然として厳しい状況が続くと思われます。
このような環境下において、当社グループは、2026年3月30日に2027年３月期を

初年度とした中期経営計画「RSC Challenge 2030」を発表いたしました。
人(人的資本)と技術(AI・DX・ロボティクス)を融合し、デベロッパーやDXサプライ

ヤーと連携する「共創型サービスモデル」への転換を目指し、「安全・安心・快適な未
来を『人×技術』でつくる共創型社会インフラ企業へ」をビジョンとし、人的資本の
強化や DX推進、M&A等への戦略的投資を積極的に行うことで、事業の持続的成長と
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サービス品質の高度化を実現し、企業価値を向上させることを基本方針としています。
成長戦略として「既存事業の拡大・筋肉質化」「人的資本投資 × AI警備を中心とした
DX投資」「M&A戦略」の３つの柱を掲げ、連関させながら、社会からの認知・信頼を
高め、警備・ビルメンテナンス業界のプレゼンス向上・当社のブランドの向上を目指
してまいります。
グループの持続的な成長のためにサステナビリティ基本方針においては、５つのマ

テリアリティ（重要課題）を掲げました。その中でも人的資本経営とダイバーシティ
の推進として、人材が持続的に活躍できる職場環境を目指し、従業員の待遇改善、自
社研修所における独自の教育の実施ならびに資格取得を積極的に奨励し、従業員エン
ゲージメントを高めてまいります。併せて、女性が活躍できる雇用環境の整備を重点
課題と位置付け、女性の職域拡大を含めた働きやすい職場環境の整備に積極的に取り
組むべく立ち上げた、『スマイルプロジェクト』を一層推進してまいります。また、地
域社会への積極的なかかわりとして取り組んできた、地元イベントの企画・制作運営
サポートや、子供向けの就労体験イベントへの出展に加え、地域治安対策パトロール
等の地域防犯活動にも取り組んでおり、今後もこれらの活動を継続してまいります。
建物総合管理サービス事業につきましては、多種多様なお客さまのニーズに迅速か

つ的確な対応を図ることで、お客さまとの信頼関係を強固にし、既存先への深耕開拓
営業による受注拡大を推進してまいります。また、警備業務では管理施設に対して、
ＡＩ警備システムの導入やセキュリティロボットによる新技術を活用したサービスを
継続して提案することで、付加価値の高い新たなサービスを創出し、新規業務の獲得
を目指します。併せて、人材不足への対応も重要な課題であり、待遇改善および教育
のサポートを継続し、加えて採用体制の強化を図るとともに警備業務受託施設のエリ
ア管理による省人化を図ってまいります。
人材サービス事業につきましては、人材派遣業界を取り巻く事業環境は、企業の人

手不足が構造的な課題として継続する一方で、派遣社員の確保競争の激化、顧客ニー
ズの高度化等、複合的な課題に直面しております。このような環境のもと、持続的な
成長と収益性の向上を図るため、派遣業務にとどまらず、紹介予定派遣、業務委託、
各種臨時業務の獲得に向け、新規営業・深耕開拓を推進してまいります。併せて人手
不足の深刻化により優秀な人材の確保が課題であるため、採用チャネルの多様化、社
員からの紹介を活用した採用の推進、処遇・福利厚生の充実、キャリア形成支援の推
進を通じて、登録者数の拡大と定着率の向上を図ってまいります。また、即戦力人材
や専門性の高い人材のニーズに対応するため、職種別の教育研修の充実、資格取得支
援を強化し、人材の付加価値向上と単価改善を目指してまいります。
以上の取り組みから「安全・安心・快適」な環境を創造する社会インフラとしての

役割を果たすべく、お客さまに信頼いただけるサービスを提供してまいります。また、
そのサービスを支える「人財」への積極的な投資を行うとともに、DXの活用を通じて
業務効率を進め、人材の育成・確保に努めることで、事業の安定的な運営と中長期的
な成長に取り組んでまいります。
株主の皆さまには、なお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（6）重要な子会社ならびに企業結合等の状況
①重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 当社の持株比率 主要な事業内容
株 式 会 社 ア ー ル ・
エ ス ・ シ ー 中 部

愛 知 県
名古屋市

30,000
（千円） 100％ ビル管理業

友 和 商 工 株 式 会 社 東 京 都
港 区

20,000
（千円） 100％ 内装仕上

工 事 業
株 式 会 社 ク リ ー ン
フ ォ ー ス

東 京 都
荒 川 区

3,000
(千円) 100％ 清掃業

株 式 会 社 Ｒ Ｓ Ｃ
セ キ ュ リ テ ィ

東 京 都
豊 島 区

10,000
(千円) 100％ 警備業

②事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容
①警備保障業務

オフィスビルから商業施設に至る施設警備、駐車場における交通誘導警備、イ
ベント会場・祭礼等の雑踏警備、防犯・防災システムの機械警備業務

②清掃業務
オフィスビル・マンション・ショッピングセンター・病院・学校等、あらゆる

建物の床・ガラス・内外壁面・照明器具・上下水管・水槽等の清掃および殺虫殺
鼠・植栽造園の業務

③人材サービス業務
ＩＴ・ファイリング・機器操作・オフィス事務・営業・販売等、それぞれの分

野に適した人材を金融機関・民間企業等に派遣する業務、有料職業紹介業務、各
種イベントの企画・制作・運営業務

④設備管理業務
建物の空調設備の運転・保守管理・電気設備・給排水設備の管理、建物の環境

衛生に関する調査点検、建物の営繕・機械設備システムの設置工事業務
⑤建築工事業務

各種建築物の改修工事・補修工事・防水工事・内外装工事をはじめ建築物のあ
らゆるプランニングおよび工事に関する業務

⑥オフィスサービス業務
企業の受付案内業務・商業施設のインフォメーション業務のほか、エレベータ

ーの運転業務・電話交換・館内放送等の業務
⑦その他の業務

マンションの管理ならびに出納事務代行の業務、警備および安全に関する教
育・指導・助言業務、不動産の売買および仲介の業務
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（8）主要な営業所等
本店・支店

本 店 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号 サンシャインシティ

大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区北浜二丁目３番９号 入商八木ビル

名 古 屋 支 店 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号 錦中央ビル

仙 台 支 店 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 青葉通パークビルディング

子会社
株 式 会 社 ア ー ル ・
エ ス ・ シ ー 中 部 愛知県名古屋市西区那古野一丁目1４番１８号 那古野ビル北館

友 和 商 工 株 式 会 社 東京都港区三田三丁目１１番３６号 三田日東ダイビル

株 式 会 社 ク リ ー ン
フ ォ ー ス 東京都荒川区西尾久一丁目１４番１６号

株 式 会 社 Ｒ Ｓ Ｃ
セ キ ュ リ テ ィ 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号 サンシャインシティ

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

418名 7名

（注）1．当期末日の従業員数を記載しております。
2．上記のほか、パートタイマー等の臨時従業員は693名です。
3．上記の従業員数には人材派遣スタッフ261名は含まれておりません。
4．上記合計1,372名

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 金 額

千円
株 式 会 社 三 菱 U Ｆ Ｊ 銀 行 31,136

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 134,900
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 59,170
株 式 会 社 り そ な 銀 行 13,340

（注） 当期末日の借入金残高を記載しております。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 10,560,000株
（2）発行済株式総数 3,054,699株（自己株式65,301株を除く）
（3）株主数 2,473名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 サ ン シ ャ イ ン シ テ ィ 723,000株 23.66％

三 菱 地 所 株 式 会 社 183,000株 5.99％

ソ フ ト バ ン ク ロ ボ テ ィ ク ス 株 式 会 社 180,000株 5.89％

株 式 会 社 テ ー オ ー シ ー 100,000株 3.27％

東 宝 フ ァ シ リ テ ィ ー ズ 株 式 会 社 71,000株 2.32％

ア ー ル ・ エ ス ・ シ ー 協 力 会 社 持 株 会 70,500株 2.30％

光 通 信 KK 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 69,800株 2.28％

金 井 宏 夫 63,670株 2.08％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 59,800株 1.95％

ア ー ル ・ エ ス ・ シ ー 従 業 員 持 株 会 49,880株 1.63％

（注） 当社は、自己株式(65,301株)を保有しており、持株比率は自己株式を控除し、表示単位未満
を切り捨てて表示しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分合計

区 分 株 式 数
（譲渡制限付株式） 交付対象者数

取 締 役 ( 社 外 取 締 役 を 除 く。) 12,508株 ３人

社 外 取 締 役 ０株 ０人

監 査 役 ０株 ０人
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 社 長
（代表取締役） 金 井 宏 夫 (株)アール・エス・シー中部代表取締役会長

(株)ＲＳＣセキュリティ代表取締役会長

取 締 役
副社長執行役員 堀 伸 幸 経営企画部担当 兼サステナビリティ推進担当

(株)サンシャインシティ取締役

取 締 役
専 務 執 行 役 員 太 田 和 孝 営業推進部担当 兼大阪支店担当 兼名古屋支店担当

兼仙台支店担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 山 口 規

総務部担当 兼コンプライアンス担当
兼関連企業担当
(株)アール・エス・シー中部取締役
友和商工(株)取締役

取 締 役
（社外・独立） 但 木 敬 一 日本生命保険(相)取締役監査等委員

(株)ミロク情報サービス社外監査役

取 締 役
（社外・独立） 中 澤 三 男

常 勤 監 査 役 田 村 富士雄
(株)アール・エス・シー中部監査役
(株)クリーンフォース監査役
(株)ＲＳＣセキュリティ監査役

監 査 役
（社 外） 坂 爪 聡 (株)サンシャインシティ代表取締役専務

監 査 役
（社 外） 亀 田 光 生

（注）1．取締役但木敬一氏および中澤三男氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が一
般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。

2．監査役坂爪聡氏および亀田光生氏は、社外監査役であります。
3．2025年6月27日開催の第55回定時株主総会において、取締役羽島豊氏が任期満了により

退任いたしました。
4．2025年６月27日開催の第55回定時株主総会において、監査役伊藤一孝氏が辞任いたしま

した。
5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭
的賠償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。保険料は特約部分も
含め当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。なお、当社は、任期
途中である2026年９月に当該保険契約を同様の内容で更新する予定であります。
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（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）取締役および監査役の報酬等の額
人 数 報酬等の種類別の総額 報酬等の総額基本報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

7名
（ 3名 ）

84,422千円
( 7,200千円)

6,879千円
( ―千円)

91,301千円
（ 7,200千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

4名
（ 3名 ）

14,760千円
（ 5,040千円）

( ―千円)
( ―千円)

14,760千円
（ 5,040千円）

合 計 11名 99,182千円 6,879千円 106,061千円
（注）1. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社株式であり、当事業年度に

おける費用計上額を記載しております。
2．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

2022年３月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針を決議いたしました。取締役の報酬は、金銭による「基本報酬」および非金銭報酬(譲
渡制限付株式報酬)による「株式報酬」とし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内にお
いて取締役会の決議により決定することを基本方針とします。具体的には、「基本報酬」の
取締役の報酬等の額については、1996年６月24日開催の第26回定時株主総会において、
年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は
13名です。「株式報酬」の取締役の報酬等については、2021年６月29日開催の第51回定
時株主総会において決議されたとおり、従来の取締役の報酬額の範囲内で対象取締役に対
する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以
内、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。なお、「基本報酬」と「株式報
酬」の個人別の報酬等の額に対する種類別の割合については、特段定めないものとしてお
ります。
監査役の報酬等の額については、1996年６月24日開催の第26回定時株主総会において、

年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３
名(内社外監査役２名)です。

3．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または
条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、総

合的に勘案して決定しております。
4．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容につ
いて委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および株式報酬
の株数としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長金井宏夫によって適切に
行使されるよう、取締役会が報酬の原案を含めた決定方針について多角的な検討を行った
うえで社外取締役に意見を求めて決定をしております。
当社取締役会が、代表取締役社長に対して当該権限の委任をした理由は、当社全体の業

績を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適し
ていると考えたためです。
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（4）社外役員に関する事項
① 取締役 但 木 敬 一
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

取締役但木敬一氏は、日本生命保険(相)取締役監査等委員、(株)ミロク情報サー
ビス社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な関係はあり
ません。

(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
取締役但木敬一氏は、当期開催の82%の取締役会に出席し、主に弁護士とし

ての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、ご意見をいただいております。
(ⅳ)責任限定契約の内容

該当事項はありません。
② 取締役 中 澤 三 男
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
(ⅱ)特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
(ⅲ)当事業年度における主な活動状況

取締役中澤三男氏は、就任後の当期開催の全ての取締役会に出席し、幅広い
知識と豊富な経験、高い見識に基づき、当社の経営の監督と有益な助言をいた
だいております。

(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。

③ 監査役 坂 爪 聡
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

監査役坂爪聡氏は、(株)サンシャインシティの代表取締役専務を兼務してお
ります。当社は、(株)サンシャインシティの関連会社であり、同社と当社の間
には、警備、ビルメンテナンス、人材派遣業務の取り引きがあります。

(ⅱ)特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ⅲ)当事業年度における主な活動状況
監査役坂爪聡氏は、就任後の当期開催の全ての監査役会および取締役会に出席
し取締役の職務執行状況を確認し、必要に応じて発言をいただいております。

(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。

④ 監査役 亀 田 光 生
(ⅰ)重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
(ⅱ)特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
(ⅲ)当事業年度における主な活動状況

監査役亀田光生氏は、当期開催の全ての監査役会および取締役会に出席し取
締役の職務執行状況を確認し、必要に応じて発言をいただいております。

(ⅳ)責任限定契約の内容
該当事項はありません。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,700千円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と
金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質
的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計金額を記載してお
ります。

2．監査役会は、会計監査人の報酬額について、会計監査人の前年度の監
査計画と監査実績の比較、前年度の監査結果の内容および監査状況を
確認し、新年度の監査計画の内容、報酬額の見積りを検討した結果、
報酬額は相当であると判断し、同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社法第340条第１項に定める事由に該当する等、会計監査人の職務の遂行に

支障があると判断されるときは、会計監査人を解任または不再任といたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
原材料及び貯蔵品
未 成 工 事 支 出 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
の れ ん
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

2,833,861
1,806,105
903,733
10,011
3,733

97,723
13,826
△1,272

1,218,628
531,038
102,809
351,993
52,272
23,964
135,195
31,737
11,626
8,061

80,070
3,699

552,393
174,705

1,109
153,473
55,471

152,115
15,519

流 動 負 債
買 掛 金
短 期 借 入 金
1年内返済予定長期借入金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
賞 与 引 当 金
預 り 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退職給付に係る負債
長 期 未 払 金
役員退職慰労引当金
預 り 保 証 金
そ の 他

1,056,132
282,716
69,900
97,796
26,562
34,086
94,247

360,374
57,005
17,226
16,217
597,104
70,850

441,860
39,175
33,691
1,250

10,277
負 債 合 計 1,653,237
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

2,287,861
360,770
305,928

1,652,778
△31,615
111,391
61,430
49,960

純 資 産 合 計 2,399,252
資 産 合 計 4,052,489 負債・純資産合計 4,052,489

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 16 ―

2026年05月25日 17時48分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 8,231,728
売 上 原 価 6,725,062

売 上 総 利 益 1,506,665
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,289,226

営 業 利 益 217,439
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,869
受 取 配 当 金 6,285
不 動 産 賃 貸 料 収 入 104
保 険 金 収 入 517
保 険 返 戻 金 8,088
そ の 他 4,634 21,499
営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,907
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 360
そ の 他 1 5,269

経 常 利 益 233,669

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 233,669
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 58,614
法 人 税 等 調 整 額 35,000 93,614
当 期 純 利 益 140,054
親会社株主に帰属する当期純利益 140,054

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,845,693

1,117,066

14,554

612,912

8,440

89,585

3,196

△62

1,547,124

496,906

90,929

5,201

341,001

52,272

7,501

49,692

31,737

11,626

6,328

1,000,526

151,533

548,610

77,913

51,638

160,301

10,528

流 動 負 債
買 掛 金
短 期 借 入 金
1年内返済予定長期借入金

未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
預 り 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
長 期 未 払 金
預 り 保 証 金
そ の 他

825,467
164,989
69,900
97,796
23,621
26,037
72,649

298,964
10,389
46,588
14,531
624,291
70,850

508,498
39,175
1,250
4,518

負 債 合 計 1,449,759
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

1,882,468
360,770
305,928
300,770

5,158
1,247,385

21,479
1,225,905
395,000
830,905
△31,615
60,590
60,590

純 資 産 合 計 1,943,058
資 産 合 計 3,392,818 負債・純資産合計 3,392,818

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 6,068,262

売 上 原 価 4,975,051

売 上 総 利 益 1,093,210

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 945,121

営 業 利 益 148,089

営 業 外 収 益

受 取 利 息 759

受 取 配 当 金 32,459

不 動 産 賃 貸 料 収 入 104

保 険 金 収 入 517

保 険 返 戻 金 3,418

そ の 他 805 38,063

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,259 4,259

経 常 利 益 181,893

税 引 前 当 期 純 利 益 181,893

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 38,140

法 人 税 等 調 整 額 15,616 53,756

当 期 純 利 益 128,137
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社アール・エス・シー

取 締 役 会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 上 卓 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 弘 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アール・エス・シーの2025

年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社アール・エス・シー及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高
い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場

合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社アール・エス・シー

取 締 役 会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 上 卓 哉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 弘 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436 条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アール・エス・

シーの2025 年４月１日から2026 年３月31 日までの第56 期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響
度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

― 22 ―

2026年05月25日 17時48分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、
構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第56期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、執行役員及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及びその他の使用人等から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び支店、主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役、執行役員及び内部
監査部門その他の使用人等及び太陽有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び
監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制について
は、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締
役等及び太陽有限責任監査法人から受けております。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

株式会社アール・エス・シー 監査役会

常勤監査役 田 村 富 士 雄 ㊞

社外監査役 坂 爪 聡 ㊞

社外監査役 亀 田 光 生 ㊞

以 上

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

第56期の配当につきましては、当期の業績ならびに諸般の状況を考慮いたしま
して、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金１７円とさせていただきたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、51,929,883円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日とさせていただきたいと存じます。
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第２号議案 取締役１名選任の件
取締役但木敬一氏は本総会終結の時をもって取締役を辞任いたしますので、そ

の後任として取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、取締役候補者の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期

の満了する時までとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

小
お づ

津 博
ひ ろ し

司
（1949年７月21日生）

2012
2014
2014
2015
2015
2017

年
年
年
年
年
年

７
7
9
６
6
３

月
月
月
月
月
月

検事総長
退官
弁護士登録（現任）
トヨタ自動車株式会社 社外監査役
三井物産株式会社 社外監査役
株式会社資生堂 社外監査役

0株

（注）1. 小津博司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 小津博司は、新任の社外取締役候補者であります。
3. 小津博司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員と

して同取引所に届け出る予定であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由および独立性について
(1)小津博司氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かし

ていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。上記理由によ
り同氏は社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、独立の社外
取締役候補者といたしました。

(2)小津博司氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役とし
ての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

(3)小津博司氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭的賠
償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。保険料は特約部分も含め当
社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。候補者が取締役に選任され就
任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。
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＜ご参考＞
取締役および監査役の知見と経験(スキル・マトリックス)
議案が原案どおり承認可決された場合、当社が取締役・監査役に期待する役割や専門性を示しており
ます。

氏 名

属性 当社が特に期待する知見・経験

取締役 監査役 社外 企業経営 経営戦略
Ｍ ＆ Ａ

財務・コンプ
ライアンス

人事
人材育成

営業・マー
ケティング

金井 宏夫 ● ● ● ● ●

堀 伸幸 ● ● ● ●

太田 和孝 ● ● ● ●

山口 規 ● ● ● ●

小津 博司 ● ● ● ●

中澤 三男 ● ● ● ●

田村富士雄 ● ● ●

坂爪 聡 ● ● ● ● ●

亀田 光生 ● ● ● ●

※上記一覧表は、取締役候補者を含む取締役および監査役の有する全ての知見や経験を表すものではあ
りません。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠

監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名

(生 年 月 日) 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式数

鈴
す ず き

木 敦 也
あ つ や

（1969年 11月 24日生） ０株2020年４月 株式会社サンシャインシティ経理部長
2022年４月 株式会社サンシャインシティ監査室長（現任）

（注）1．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．鈴木敦也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．鈴木敦也氏につきましては、当社が関連会社となる株式会社サンシャインシティの経理部長

および監査室長としての専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくた
め、補欠監査役への選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去社外役員となる
こと以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外監査役
として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4．補欠監査役候補者の選任理由について
鈴木敦也氏は、当社が関連会社となる株式会社サンシャインシティで経理部長、監査室長を
歴任されていることから、専門的な知見に基づく的確な助言と監査をいただくことを期待
し、補欠監査役としての職務を遂行いただけるものと判断し、補欠監査役候補者といたしま
した。

5．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者である取締役および監査役が負担することになる金銭的賠償、非金銭的賠
償または保全処分等の損害を当該保険契約により補填されます。なお、鈴木敦也氏が監査役
に就任する際は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上
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サンシャインシティ
文化会館

サンシャインシティ
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ＪＲ(山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
東京メトロ(丸ノ内線、有楽町線、副都心線)

東武東上線
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ャイン

シティ

地下道
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シ
ャ
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60ビ
ル
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ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ

プ
リ
ン
ス
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テ
ル

東池袋駅６・７番出口
（東京メトロ有楽町線）

第56回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５階
コンファレンスルーム「Room６」

交 通 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅６・７番出口より地下
通路で徒歩４分
ＪＲ、東京メトロ、西武池袋線、東武東上線 「池袋」駅
東口（35番出口）より徒歩10分

（ご照会先）株式会社アール・エス・シー 総務部
TEL（03）5952-7211（大代表）
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電子提供措置の開始日 2026年６月５日

第56回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

上記事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面
には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかか

わらず、株主の皆さまに電子提供措置事項から上記事項を除いた
ものを記載した書面を一律でお送りいたします。
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
（1）取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制の整備
①当社は、企業としての社会的信頼に応え、ＲＳＣグループ全体の企業倫理およ
び法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、コンプライアンス基本方針（以下、「基
本方針」という。）を定める。

②当社の取締役、執行役員および使用人は、基本方針を率先垂範し実践する。
③当社は、基本方針に「役員および従業員は、反社会的勢力に対しては断固とし
た態度で対応する。」と定め、反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等の外部
専門機関との連携強化を図り、組織的に対応することにより、反社会的勢力と
の関係を遮断する。

④当社は、「コンプライアンス担当取締役」を任命し、コンプライアンス推進の総
括責任者として、当社のコンプライアンス体制の整備・充実および問題点の把
握に努め、役職員がそれぞれの業務運営の立場において、研修等を通じて、コ
ンプライアンス意識の維持・向上を図る。

⑤当社は、コンプライアンス担当取締役、監査役又は社外の法律事務所の弁護士
を内部通報窓口として設置しており、従業員はコンプライアンスに違反する行
為、又は発生する恐れがあると判断した場合には、通報するように努める。

（2）取締役・執行役員の職務の執行にかかる情報の管理に関する体制の整備
①取締役、執行役員は、職務執行にかかる情報の保存ならびに情報システムの信
頼性等の確保に関し、「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「情報シス
テム管理規程」に基づき、電磁的記録を含む文書その他重要な情報の作成、保
管および廃棄等の取扱いを明確にする。

②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を実施する等、適正な管理体
制を維持する。

（3）損失の危機に対処する規程その他の体制の整備
①当社は、「事業リスク・機会管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼすリ
スクと事業に関する好機を迅速に認識し、その情報を共有するため、常勤の取
締役、執行役員および監査役によって構成する「経営会議」において、リスク
評価とその対応を検討する。

②万が一、不測の事態が発生した場合には、顧問弁護士を含む外部のアドバイザ
ーとともに、迅速、かつ、適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損害を最
小限に止める体制を整える。

（4）取締役・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
の整備

①当社は、定例の取締役会を年間10回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会
を開催する。取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、前述の経営
会議を毎月２回開催する。

②当社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、
各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ、効率的な職務の執行が行
われる体制を構築する。

③取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締
役会において執行役員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行
にあたらせる。

④業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度
予算を立案し、全社目標を設定するとともに、各部門の担当取締役、担当執行
役員が当該部門の具体的目標および効率的に目標を達成するための方法を定め
る。また、「経営会議」において、担当取締役、担当執行役員から業績のレビュ
ーと是正策を報告させ、具体策を推進する。

（5）当社およびＲＳＣグループにおける業務の適正を確保するための体制の整備
①子会社の取締役等の職務の執行報告における体制ならびに効率化については、
当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、適宜、担当部門が受けた報告内
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容を月２回開催される経営会議に付すとともに、年２回以上、子会社の代表取
締役が当社の代表取締役に対して職務執行に係る全般の状況報告を実施する。

②子会社の損失危機等の事業リスクおよび機会の管理は、当社が定めたリスクお
よび機会の内容を共有するとともに、２ヶ月に１回定期に開催される取締役会
において、リスク等の内容について協議する。

③子会社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等を定め、各役職者に
権限と責任を与えることで職務の効率化を図る。また、子会社の代表取締役は、
各年度予算および事業計画を立案し効率的に目標を達成するための方法を定め、
取締役会において進捗状況を確認する。

④子会社の取締役および使用人の職務の執行に関し、法令および定款に適合する
ことを確保するため、当社の「コンプライアンス基本方針」を周知するととも
に、担当部門が研修等を通じてコンプライアンス意識の向上を図る。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制の整備
①監査役が職務を補助する使用人を必要とした場合に、取締役は、監査役との協
議の上、使用人を置くことを承認するものとする。

②使用人が監査役を補助する間は、当該使用人への指揮監督権は監査役に移譲す
ることとし、取締役、執行役員からの独立性を確保する。

③当該使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を取締役、執行役員および役職
員に周知徹底する。

（7）監査役への報告に関する体制の整備
①当社の常勤監査役は、ＲＳＣグループの重要な意思決定の過程および業務の執
行状況を把握するため、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席、またはそ
の内容について報告を受ける。同時に子会社の監査役と連携し、業務執行に関
する事項について報告を受ける。

②監査役は、主要な稟議書その他の業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必
要に応じて取締役、執行役員または使用人に説明を求める。

③当社は、監査役への報告を行った取締役、執行役員および使用人が不利な取扱
いを受けることを禁止し、その旨を取締役、執行役員および役職員に周知徹底
する。

（8）監査役の職務について生ずる費用等に係る方針
当社は、監査役の職務の遂行を抑制することのないよう、監査費用等の処理を

速やかに行う。
（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備

監査役は、代表取締役および監査法人と情報の交換に努め、互いに連携してＲ
ＳＣグループの監査の実効性を確保する。

（10）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①コンプライアンス基本方針に基づき定期的な教育を通じて、コンプライアンス
に関する基本的な考え方を当社およびＲＳＣグループの取締役および使用人に
周知しております。また、法令遵守の総括責任者として「コンプライアンス担
当取締役」を任命しております。

②職務執行に係る情報の管理および情報システムの信頼性を確保するために、情
報セキュリティ委員会を設置し、定期的に当社の情報セキュリティに関しての
報告・検討を行っております。また、情報セキュリティの水準の維持・向上を
図るため、定期的な教育を実施しております。

③当社のリスクおよび機会の管理として、「事業リスク・機会管理規程」に定めら
れているリスク等管理委員会のもとに実行部会を設置し、毎年リスク・機会を
洗い出して対応策を作成し、取締役会に付議することにより当社のリスク・機
会を認識し、対応しております。

④取締役、執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するために、年間
10回開催する「取締役会」のほか、経営会議規程に基づき、取締役、執行役員
および監査役が出席する「経営会議」を毎月２回開催し、職務執行に関する事
項および課題の報告・検討を行っております。なお、取締役会議事録および経
営会議議事録は全て作成・保管しております。
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⑤ＲＳＣグループにおける子会社の業務の適正を確保するために、当社の関連企
業担当取締役が子会社の取締役会に出席し、業務執行に関する指示・指導を行
うとともに、当社の「経営会議」にて、子会社の業務執行に関する報告を行っ
ております。

⑥取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締
役会において執行役員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行
にあたらせております。

⑦業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度
予算を立案し、全社目標を設定するとともに、各部門の担当取締役・執行役員
が当該部門の具体的目標および効率的に目標を達成するための方法を定めてお
ります。また、「経営会議」において、担当取締役、執行役員から業績のレビュ
ーと是正策を報告させ、具体策を推進しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 34 ―

2026年05月25日 17時48分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

千円 千円 千円 千円 千円
2025 年 4 月 1 日 残 高 302,000 245,729 1,581,348 △42,107 2,086,971

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 58,770 58,770 117,540

剰 余 金 の 配 当 △68,624 △68,624
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 140,054 140,054

自 己 株 式 の 処 分 1,428 10,491 11,920
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額)

当 期 変 動 額 合 計 58,770 60,198 71,429 10,491 200,889

2026 年 3 月 31 日 残 高 360,770 305,928 1,652,778 △31,615 2,287,861

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

千円 千円 千円 千円
2025 年 4 月 1 日 残 高 48,003 42,582 90,586 2,177,557

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 117,540

剰 余 金 の 配 当 △68,624
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 140,054

自 己 株 式 の 処 分 11,920
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額) 13,427 7,377 20,804 20,804

当 期 変 動 額 合 計 13,427 7,377 20,804 221,694

2026 年 3 月 31 日 残 高 61,430 49,960 111,391 2,399,252

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
１．連結の範囲に関する事項

子会社は次の4社であり、連結されております。
(株)アール・エス・シー中部
友和商工(株)
(株)クリーンフォース
(株)ＲＳＣセキュリティ

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社は次の1社であり、持分法適用の範囲に含めております。
ＡＩ Ｒｅｍｏｔｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ(株)

3. 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する事項
（1）連結の範囲

当連結会計年度において、新たに設立した株式会社ＲＳＣセキュリティを連結の範囲に含めてお
ります。

（2）持分法適用の範囲
当連結会計年度において、ＡＩ Ｒｅｍｏｔｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ株式会社を持分法適用の範囲に
含めております。これは、当連結会計年度中にソフトバンクロボティクス株式会社が設立した対
象会社への第三者割当増資の引受により共同出資体制を構築したことによるものです。また、決
算日は一致しております。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち
(株)アール・エス・シー中部、(株)クリーンフォース及び(株)ＲＳＣセキュリティの決算日は一

致しております。
友和商工(株)の決算日は１月31日であります。

（当該差異が３か月を超えないため当該事業年度の計算書類を使用して連結）
友和商工(株)の連結計算書類作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日と
の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

５．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない
株式等

移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産
貯 蔵 品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
未成工事支出金 個別法による原価法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
（リース資産以外）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。

②無形固定資産
（リース資産以外）

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担分を計上
しております。

③ 役 員 退 職 慰 労
引 当 金

役員の退職慰労金の支給に備えるため内規に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上しております。

④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち
損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工
事について、損失見込額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、建物総合管理、人材サービスを主な事業内容としております。各事業における主

な履行義務は、財又は役務の提供であり、これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で履行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
退 職 給 付 見 込 額 の
期 間 帰 属 方 法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっており
ます。

数 理 計 算 上 の 差 異
の 費 用 処 理 方 法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による定率法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の
部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
計上しております。

②のれんの償却方法及び償却期間
５年の定額法

【会計方針の変更に関する注記】
該当事項はありません。
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【会計上の見積りに関する注記】
のれんの償却期間に係る見積り
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 80,070千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法

事業計画から算出した将来キャッシュ・フローの累計額と投資額を比較し、概ね５年で投資の
回収がなされることから、のれんの償却期間を５年と見積もっております。

② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画を基礎としており、新規受注金額の見込みを考慮
した売上予測を主要な仮定としております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定である事業計画における売上高予測について、予測不能な前提条件の変化により当
初の見積りを下回る場合には、将来キャッシュ・フローの見直しを通じて、のれんに係る減損
損失が計上される可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】
１．有形固定資産の減価償却累計額 407,229 千円
２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 建物 50,922 千円
土地 310,221 千円

上記に対応する債務 1年内返済予定長期借入金 21,132 千円
長期借入金 3,344 千円

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．発行済株式に関する事項
当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 2,940,000 180,000 ― 3,120,000

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 48,501 17 2025年

３月31日
2025年
６月30日

2025年5月14日
取締役会

普通
株式 利益剰余金 20,122 7 2025年

9月30日
2025年
12月５日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議 株式の

種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 51,929 17 2026年

３月31日
2026年
６月29日
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【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは設備計画及び運転資金の需要計画に照らして、必要な資金を調達しております。
一時的な余資は主に流動性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調

達しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び受取手形は顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式および投資信託であり、市場価格の変動等のリ

スクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日

後5年であります。このうち金利変動リスクを抑制するために、借入金の一部を長期固定金利にて調
達しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権については債権管理規程に従い、担当の部門において取引先の状況を定期的に

モニタリングし取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸
念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同
様の管理を行っております。
②市場リスク（金利変動リスク等）の管理
当社は、借入金について、支払金利の流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を

作成する等の方法により管理しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、担当部門が適時に資金計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流

動性を管理しております。なお、連結子会社においても同様の管理を行っております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「未払費用」については、現
金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。さらに、「差入保証金」は、重要性が乏しいため、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）投資有価証券 154,024 154,024 ―

資 産 計 154,024 154,024 ―
（1）長期借入金

（1年内返済予定を含む） 168,646 167,402 △1,243

負 債 計 168,646 167,402 △1,243

（注）市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区 分 連結貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式等 20,681

関係会社株式 1,109

合 計 21,790

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,806,105 ― ― ―

受取手形及び売掛金 903,733 ― ― ―

合 計 2,709,838 ― ― ―

（注）長期借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

1年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

長期借入金 97,796 70,850 ― ― ―

合 計 97,796 70,850 ― ― ―
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先的順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

時価（千円）

区分 レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

株式 143,899 ― ― 143,899

その他 10,125 ― ― 10,125

合計 154,024 ― ― 154,024

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

時価（千円）

区分 レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金
(1年内返済予定を含む) ― 167,402 ― 167,402

合計 ― 167,402 ― 167,402

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上記株式および投資信託(その他)は相場価格を用いて評価しております。いずれも活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

長期借入金（1年内返済予定を含む）
長期借入金の時価は元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しているため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

― 41 ―

2026年05月25日 17時48分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



【賃貸等不動産に関する注記】
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計建物総合管理
サービス事業 人材サービス事業 計

売上高
年間契約 4,521,882 311,919 4,833,801 4,833,801
臨時契約 3,047,228 350,697 3,397,926 3,397,926
顧客との契約から生じる収益 7,569,111 662,617 8,231,728 8,231,728
その他の収益 ― ― ― ―
外部顧客への売上高 7,569,111 662,617 8,231,728 8,231,728

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「５．会計方針に関する事項（4）

重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行業務に配分した取引価格については、当初に予定される契約期間が1年

を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【１株当たり情報に関する注記】
（1）１株当たり純資産額 785円 43銭
（2）１株当たり当期純利益 47円 86銭
【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
【その他の注記】

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他資本
剰 余 金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2025 年 4 月 1 日 残 高 302,000 242,000 3,729 245,729 21,479 395,000 771,392 1,187,872

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 58,770 58,770 58,770

剰 余 金 の 配 当 △68,624 △68,624

当 期 純 利 益 128,137 128,137

自 己 株 式 の 処 分 1,428 1,428
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 58,770 58,770 1,428 60,198 59,513 59,513

2026 年 3 月 31 日 残 高 360,770 300,770 5,158 305,928 21,479 395,000 830,905 1,247,385

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

千円 千円 千円 千円 千円
2025 年 4 月 1 日 残 高 △42,107 1,693,494 46,314 46,314 1,739,809

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 117,540 117,540

剰 余 金 の 配 当 △68,624 △68,624

当 期 純 利 益 128,137 128,137

自 己 株 式 の 処 分 10,491 11,920 11,920
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 （純 額 ) 14,276 14,276 14,276

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 10,491 188,973 14,276 14,276 203,249

2026 年 3 月 31 日 残 高 △31,615 1,882,468 60,590 60,590 1,943,058

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 43 ―

2026年05月25日 17時48分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
市場価格のない
株式以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等 移動平均法に基づく原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法

（3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法
を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞 与 引 当 金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上してお
ります。

（3）退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の
見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を
計上しております。
なお、数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（６年）による定率法により按分した額をそれぞれ発
生の翌期から費用処理しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方

法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なってお
ります。

５．収益及び費用の計上基準
当社は、建物総合管理、人材サービスを主な事業内容としております。各事業における主な履行義

務は、財又は役務の提供であり、これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履
行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

【会計方針の変更に関する注記】
該当事項はありません。
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【会計上の見積りに関する注記】
関係会社株式の評価

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式 548,610千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としています。関係会社株式の評価は、
超過収益力を反映した実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しておりま
す。実質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行っておりますが、回復する見込みがある
と認められる場合には減損処理を行わないことがあります。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際の関係

会社の業績が見積りを下回る場合、翌事業年度の計算書類において、重要な影響を与える可能性があ
ります。

【貸借対照表に関する注記】
（1）関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 118,877千円

長 期 金 銭 債 権 58,487千円
短 期 金 銭 債 務 9,439千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 364,775千円
（3）担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 建 物 50,922千円
土 地 310,221千円

上記に対応する債務 1年内返済予定長期借入金 21,132千円
長 期 借 入 金 3,344千円

【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高 売 上 高 1,343,978千円

仕 入 高 97,483千円
販売費及び一般管理費 60,426千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

株 主 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 （株） 86,974 ― 21,673 65,301
（変動事由の概要）

普通株式の増減数の主な内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 21,673 株
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【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳
繰延税金資産
未払事業税 4,130千円
賞与引当金 14,684千円
退職給付引当金 160,278千円
会員権等評価損 4,513千円
株式評価損 4,884千円
減損損失 21,133千円
役員退職慰労引当金 26,659千円
そ の 他 4,364千円
繰延税金資産小計 240,649千円
評価性引当金 △57,191千円
繰延税金資産合計 183,458千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △23,156千円
繰延税金負債合計 △23,156千円
繰延税金資産の純額 160,301千円

【関連当事者との取引に関する注記】
親会社及び法人主要株主等

属 性 会社等の名称議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

その他の
関係会社

(株)サンシャ
インシティ

（被所有）
直接23.70％

・警備・清掃等
の役務の提供

警備等の
業務請負 1,343,978 売掛金 118,877

・本社事務所の賃借
・役員の兼任

保証金
の差入 ― 差入保

証 金 58,487

取引条件及び取引の決定方針等
（1）警備等の業務請負については市場価格、総原価を勘案し毎期価格交渉のうえ決定しております。
（2）保証金の差入については、近隣の取引金額を勘案し、決定しております。
（3）上記金額のうち、取引金額には消費税を含まず、期末残高には消費税を含んでおります。
【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表【収益認識に関す
る注記】」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】
（1）１株当たり純資産額 636円 09銭
（2）１株当たり当期純利益 43円 79銭
【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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